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【令和６年４月１日採用】パートタイム会計年度任用職員（事務補助員）  

東金市会計年度任用職員採用選考 

受 験 案 内 
＜受付期間＞ 

令和６年２月１６日（金）～ 令和６年２月２９日（木）【必着】  

            郵便番号 283 - 8511 

（お問い合わせ）    東金市東岩崎１番地１  東金市役所第１庁舎１階  

東金市市民福祉部市民課   電 話 ０４７５－５０－１１３１  

                 ＦＡＸ ０４７５－５０－１２８８ 

 

東金市市民課では、マイナンバーカードの円滑な交付体制を整備す

るため、窓口における受付業務や申請書類の整理等の補助を行う事務

補助員を募集します。 

 

１ 職種、採用予定人員及び職務内容  

職種  採用予定人員  職務内容  

事務補助員  ６名  窓口受付業務、電話対応、入力作業等  

 

２ 勤務条件 

  地方公務員法の適用を受ける一般職の非常勤職員である会計年度任用職員

（パートタイム）としての採用となります（労働契約とは異なります。）。  

・職  種 事務補助員  

・業務内容 （雇入れ直後）上記職務内容のとおり  

（変更の範囲）なし  

・任  期 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  

・勤務時間 週３５時間（７時間×週５日）  

・時間外勤務  あります。平日２～３時間程度を 3 ヶ月に１回程度  

休日１日（７時間）を 3 ヶ月に１回程度  

・勤務場所 （雇入れ直後）東金市役所  本庁舎（東金市東岩崎１番地１）  

（変更の範囲）なし  

・報  酬 時間額  １，０６２円～１，０９２円  

（月額１４８，６８０円～１５２，８８０円）  

（※月を４週として記載） 

※令和６年１月時点の予定額です。 
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     前歴の職務経験に応じ時間額の範囲内で加算がある場合があります。 

・費用弁償 通勤に係る交通費用相当額が支給されます。  

・報酬支給日  月末締め、原則翌月１５日払い（口座振込）  

・期末手当 支給されます（支給要件あり。）。  

      ６月期１．２２５月分 １２月期１．２２５月分 

      在職期間に応じた支給割合となります。  

なお、期末手当の支給に当たっては、異なる地方公共団体での勤

務時間は通算しません。  

・勤勉手当 支給されます（支給要件あり。）。  

      ６月期１．０２５月分  １２月期１．０２５月分  

      期間率に応じた支給割合となります。  

なお、勤勉手当の支給に当たっては、異なる地方公共団体での勤 

務時間は通算しません。  

・退職手当 支給されません。  

・休憩時間 ６０分  

・休日等   毎週土・日（ただし、土・日曜日に勤務を割振る場合がありま

す。）、祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）  

・休暇等   年次有給休暇、特別休暇（産前・産後、保育時間、子の看護、忌

引等）、育児休業等  

・社会保険 健康保険及び厚生年金保険に加入します（報酬から保険料を控

除）。  

・雇用保険 加入します（報酬から保険料を控除）。  

・災害補償 非常勤職員の公務災害補償制度が適用されます。  

・服  務 地方公務員法が適用されます。  

（服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に

従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念す

る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止）  

※パートタイム会計年度任用職員は「営利企業への従事等の制限」

の対象ではありませんが、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等

の服務規律が適用となることに留意ください。  

・分  限 分限処分の対象となります。  

・懲  戒 懲戒処分の対象となります。  

・そ の 他  

・ 地方公務員法の規定により、採用後１月間は条件付での採用と

なります。再度の採用となった場合も、同様です（採用後１月間
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の勤務日数が１５日に満たない場合には、その日数が１５日に達

するまで条件付採用期間が延長されます。）。  

・ 勤務実績に基づく能力の実証により再度の採用を行うことがで

きるのは、原則２回（当初の採用から原則３年）までです。  

・ 給与及び費用の弁償は、「東金市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例」の定めるところにより支給されます。  

・ パートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員

の区別に当たっては、異なる任命権者の下での勤務時間は通算し

ません。  

・報酬（時間額）、期末手当の支給月数については、任期中の変更は

ありません。（報酬が最低賃金を下回った場合を除く。）  

注 勤務条件について、採用までに関係条例、規則等の制定・改廃が行われた場

合は、その定めるところにより変更します。  

 

３ 応募方法 

（1）応募に必要な書類  

  受験申込書（指定様式）  

    

 （2）方法  

  ア 郵送の場合  

   ・ 受験申込書（指定様式）に必要事項を全て記入して封筒に入れ、特定

記録郵便で東金市市民福祉部市民課市民係へ郵送してください。  

また、封筒の表には「選考申込」と朱書きし、裏に住所及び氏名を必

ず記載してください。  

   ・ 受付期間は、令和６年２月１６日（金）から令和６年２月２９日（木）

（必着）までです。  

 

  イ 持参の場合  

   ・ 受験申込書（指定様式）に必要事項を全て記入して封筒に入れ、東金

市市民福祉部市民課市民係（市役所第１庁舎１階）へ直接持参してくだ

さい。  

また、封筒の表には「選考申込」と朱書きし、裏に住所及び氏名を必

ず記載してください。  

   ・ 受付期間は、令和 6 年２月１６日（金）から令和 6 年２月２９日（木）

までです（土、日及び祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分

まで）。  
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4 受験申込書（指定様式）の入手方法 

 

5 受験資格 

  次の全ての要件を満たす者が受験できます。  

（1）令和６年４月１日から勤務することができる者  

 

（2）地方公務員法第 16 条に該当しない者  

※地方公務員法第 16 条に定める欠格条項   

・  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者  

・  東金市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者  

・  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこ

れに加入した者  

 

6 選考方法 

（1）第１次選考 

提出された書類（受験申込書（指定様式））による書類選考  

 

第１次選考の合格者（採用内定者）は、提出された書類（受験申込書（指定

様式）により決定します。  

 

（2）第２次選考  

    個別面接選考 

窓口  

場所：東金市市民福祉部市民課市民係（土、日及び祝日を除く。） 

電話：０４７５－５０－１１３１  

時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで  

郵送  

封筒の表に「会計年度任用職員採用選考受験案内請求」と朱書

きし、返信用封筒（角形２号、１２０円切手を添付）を同封の

上、東金市市民福祉部市民課市民係に郵送してください。  

（返送に係る時間を考慮し、余裕をもって郵送してください）  

ダウン

ロード  

東金市ホームページからダウンロード  

ホーム＞市政・広報＞市の業務＞採用・募集  
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第２次選考の採用内定者は、第１次選考の結果及び第２次選考（個別面接選

考）の結果により決定します。  

 

 

7 選考結果の通知（第１次・第２次選考共通）  

  合格、不合格のいずれの場合であっても、受験の申込みをされた本人宛て

に選考の結果を書面又は電話により連絡いたします。  

     また、第１次選考の合格者には、上記の連絡の際に第２次選考の日程等を

お伝えします。  

  なお、選考結果の連絡は、選考の日（書類選考にあっては受付期間の末日）

からおおむね１週間以内に行います。  

 

8 採用までの流れ（令和６年４月１日採用） 

 

日 程  時期等  

・書類選考  受付期間２月２９日（木）まで 

・第１次選考合格者の決定  

・個別面接選考（第２次選考）の日

程の決定・通知  

２月２９日（木）からおおむね２週間

以内 

・個別面接選考（第２次選考）の実

施 
３月 13 日（水）～３月 19 日（火） 

・採用内定者の決定・通知  ３月下旬  

・勤務条件承諾書、通勤届等の必要

書類の提出の依頼  
３月下旬（令和６年度予算成立後） 

・提出書類の確認  

・採用の決定  
３月下旬  

・採用通知書の交付  

・服務の宣誓  
４月１日（月）  
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９ その他 

 （1）選考の途中で、受験資格がないことが明らかになった場合及び受験申込

書をはじめとする市への提出書類に虚偽の記載があることが明らかにな

った場合は、その後の選考を受験できません。これらの場合、棄権と同様

に取り扱います。また、合格している場合は、合格を取り消します。  

 （２）提出書類は、採用選考及び採用手続に使用します。また、提出書類は返

却しません。  

 （３）受験に際して市が収集する個人情報は、採用選考及び採用に関する事務

以外の目的への使用は一切しません。ただし、採用者の個人情報は、人事

情報として使用します。  

 （４）受験する上で、何らかの配慮が必要な場合は、必ず受験申し込み時に御

相談ください。  

 

１０ お問い合わせ 

  東金市市民福祉部市民課市民係（担当者：平野・伊藤）  

電 話 ０４７５－５０－１１３１  

ＦＡＸ ０４７５－５０－１２８８  


